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1.公共建築工事（建築主体工事）合算経費の特徴 

本経費は、それぞれ経費率の異なる複数の工種からなる営繕工事の経費計算を行う為

のものです。 

共通仮設費及び現場管理費はそれぞれの工種別に計算し、一般管理費については全て

の工種を合算して求めるという他の積算方法とは違っています。 

本経費は、通常の経費とは使用方法が全く違いますので、以下の説明をよくお読みに

なり、ご使用していただきますようお願いいたします。 

 

2.工事情報の設定 

通常の積算と同様に新規工事作成画面にて、初期値テンプレートにて土木工事を選択

し“設定”ボタンをクリックしてください。（専用のテンプレートは用意していません） 

設定終了後に諸経費を“公共建築(建築主体合算)”に変更し、基礎単価地区を変更して

“OK”をクリックしてください。 

 

※画面は開発中のものであり実際の画面と異なることがあります。 

 

  

①土木工事に設定 
②必ず押してください 

③設定を変更してください 
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3.経費計算の方法 

経費計算の方法は、通常の積算方法とは異なり、まず“諸経費条件設定”をクリック

し諸経費を先に積み上げておきます。 

 

諸経費条件設定をクリックしますと諸経費設定画面が表示されますので、諸経費条件

などを設定してください。 

ここで通常の積算と違うところは、主たる工事の工事工種（工事発注時の工事種別）

と逆算にて求める工種を設定してください。 

主たる工事の設定で一般管理費の経費率およびその他工事の経費対象額が変更されま

す。 

 

 

設定が終わりましたら、“OK”をクリックしてください。 
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※入力上の注意点 

・工期は“日”で入力となっています。工期が月となっている場合は 月数×30 に

て月数を日数に変更してから入力してください。 

・工期が一つの場合は、主たる工事とそれ以外の工事の額を合算し、主たる工事の定

めにより工事費を求めますので、工期が一つの場合は、建築・電気設備・機械設備

で分けて入力せずに、主たる工事、たとえば建築工事であれば、新営建築・改修建

築、その他工事などに分けて入力してください。 

 

・その他工事とは特殊な室内装飾品・造園工事・舗装工事・取り壊し工事・電波障害

防除設備工事・さく井設備工事のことです。 

 

特殊な室内装飾品 

家具・書架・実験器具等の通常の建物本体工事に含まれない特殊な室内装飾品とす

る。ただし、現場での取付けに造作工事等が伴う家具（造り付け家具）は一般工事

とする。また、カーテン、ブラインド、OA フロアー、可動・移動間仕切は一般工

事とする。 

造園工事 

種目で造園工事として取り扱われる項目全てとする。 

舗装工事 

種目で舗装工事として取り扱われる項目全てとする。ただし、土工、縁石、側溝、

排水ます、排水管は一般工事とする。 

取り壊し工事 

種目で取り壊し工事として取り扱われる項目全てとする。ただし、取り壊し工事に

アスベスト含有建材処理工事は、一般（改修）工事とする。 

 

 

  



4 

 

下図のように工種および経費が積み上げられます。 

※経費で自動作成された行は絶対に削除しないでください。 
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必要な工種のところで“基礎単価作成”をクリックし単価行を作成して単価を入力し

てください。 

 

もしくは、属性変更にて工種を明細表または単価表に変換して単価を入力してくださ

い。 

※処分費は全工種分を合計して処分費の項目に積み上げてください。この時、各直接工事

費には処分費を差し引いた金額を入力してください。 

 

積み上げの共通仮設費がある場合は同じように入力してください。 
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4.逆算の方法 

この経費は他の経費とは違い、1つの工事に対し複数の経費率を使用しているためどの

工種がいくらなのかを求める必要があります。 

したがって、本経費計算では、諸経費条件設定にて逆算で求める工種を設定し 

※本経費では行える逆算は試算のみです。他の計算は行わないでください。 

 

 

 

 

  

逆算する工種を選択してください 

この計算のみです。 
他の逆算パターンは選択しないでください。 
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試算を実行しますと、直接工事費の一番下の行に“試算用調整金額”が表示されます

ので、この金額と逆算で求める工種で選択した工種の金額を足した金額が求める金額とな

ります。 

 

 

 

 

 


